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(57)【要約】
【課題】精度よく利用者の危険度を判定することができ
る危険度判定装置、危険度判定方法、およびウェアラブ
ル装置を提供することである。
【解決手段】実施形態の危険度判定装置は利用者情報取
得部と疾病危険情報取得部と判定部とを持つ。利用者情
報取得部は、利用者により装着され、自装置の位置情報
である利用者位置情報と、利用者の生体情報である利用
者生体情報とを取得するウェアラブル装置から、利用者
位置情報と利用者生体情報とを取得する。疾病危険情報
取得部は、疾病に罹る危険度を示す疾病危険度が高い地
域を示す危険位置情報と、利用者生体情報に基づいて疾
病危険度を判断するための判断基準となる判断基準情報
とを所定の情報源から取得する。判定部は、利用者情報
取得部により取得された利用者位置情報および利用者生
体情報と、疾病危険情報取得部により取得された危険位
置情報および判断基準情報とに基づいて、利用者の疾病
危険度を判定する。
【選択図】図１



(2) JP 2016-195639 A 2016.11.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者により装着され、自装置の位置情報である利用者位置情報と、前記利用者の生体
情報である利用者生体情報とを取得するウェアラブル装置から、前記利用者位置情報と前
記利用者生体情報とを取得する利用者情報取得部と、
　疾病に罹る危険度を示す疾病危険度が高い地域を示す危険位置情報と、前記利用者生体
情報に基づいて前記利用者の前記疾病危険度を判断するための基準となる判断基準情報と
、を所定の情報源から取得する疾病危険情報取得部と、
　前記利用者情報取得部により取得された利用者位置情報および利用者生体情報と、前記
疾病危険情報取得部により取得された危険位置情報および判断基準情報とに基づいて、前
記利用者の疾病危険度を判定する判定部と、
　を備える危険度判定装置。
【請求項２】
　前記利用者情報取得部は、日時に対応付けられた前記利用者位置情報を取得し、
　前記疾病危険情報取得部は、日時に対応付けられた前記危険位置情報を前記所定の情報
源から取得し、
　前記判定部は、前記疾病危険情報取得部により取得された危険位置情報に含まれる地域
と前記地域に対応付けられた日時に、前記利用者情報取得部により取得された利用者位置
情報に含まれる位置および前記位置に対応付けられた日時が含まれるか否かに基づいて、
前記利用者の疾病危険度を判定する、
　請求項１記載の危険度判定装置。
【請求項３】
　前記利用者情報取得部は、日時に対応付けられた前記利用者位置情報および前記利用者
生体情報を取得し、
　前記疾病危険情報取得部は、対象疾病の発病のおそれがある期間である潜伏期間に関す
る情報を前記所定の情報源から取得し、
　前記判定部は、前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期
間が経過するまでの間の日時における前記利用者生体情報に基づいて、前記利用者の疾病
危険度を判定する、
　請求項１記載の危険度判定装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期
間が経過するまでの間の日時において、前記判断基準情報が規定する条件を前記利用者生
体情報が満たす場合には、前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前
記潜伏期間が経過した後の日時において、前記判断基準情報が規定する条件を前記利用者
生体情報が満たす場合に比して、前記利用者の疾病危険度が高いと判定する、
　請求項３記載の危険度判定装置。
【請求項５】
　前記疾病危険情報取得部は、前記所定の情報源から対象疾病の発病のおそれがある期間
である潜伏期間に関する情報を取得し、
　前記判定部は、前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期
間が経過前までの間である場合、前記利用者を経過観察する必要があると判定する、
　請求項１記載の危険度判定装置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記判定部により判定された前記利用者の疾病危険度に応じて、画像を
表示する表示部に表示させる画像を選択する、
　請求項１記載の危険度判定装置。
【請求項７】
　前記疾病危険情報取得部により取得された危険位置情報を時系列に緯度と経度とに対応
付けて、画像を表示する表示部に表示すると共に、前記利用者情報取得部により取得され
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た前記利用者位置情報を時系列に緯度と経度とに対応付けて前記疾病危険情報取得部によ
り取得された危険位置情報を表示する領域に重畳させて前記表示部に表示させる画像生成
部と、
　を備える請求項２記載の危険度判定装置。
【請求項８】
　前記画像生成部は、前記利用者情報取得部により取得された利用者生体情報を時系列に
前記利用者生体情報の変化を視認可能に前記表示部に表示させる、
　請求項７記載の危険度判定装置。
【請求項９】
　利用者により装着され、自装置の位置情報である利用者位置情報と、前記利用者の生体
情報である利用者生体情報とを取得するウェアラブル装置から、前記利用者位置情報と前
記利用者生体情報とを取得し、
　疾病に罹る危険度を示す疾病危険度が高い地域を示す危険位置情報と、前記利用者生体
情報に基づいて前記利用者の前記疾病危険度を判断するための基準となる判断基準情報と
を、所定の情報源から取得し、
　前記取得された利用者位置情報および利用者生体情報と、前記取得された危険位置情報
および判断基準情報とに基づいて、前記利用者の疾病危険度を判定する、
　危険度判定方法。
【請求項１０】
　日時に対応付けられた前記利用者位置情報を前記ウェアラブル装置から取得し、
　日時に対応付けられた前記危険位置情報を前記所定の情報源から取得し、
　前記取得された危険位置情報に含まれる地域と前記地域に対応付けられた日時に、前記
取得された利用者位置情報に含まれる位置および前記位置に対応付けられた日時が含まれ
るか否かに基づいて、前記利用者の疾病危険度を判定する、
　請求項９記載の危険度判定方法。
【請求項１１】
　日時に対応付けられた前記利用者位置情報および前記利用者生体情報を前記ウェアラブ
ル装置から取得し、
　対象疾病の発病のおそれがある期間である潜伏期間に関する情報を前記所定の情報源か
ら取得し、
　前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期間が経過するま
での間の日時における前記利用者生体情報に基づいて、前記利用者の疾病危険度を判定す
る、
　請求項９記載の危険度判定方法。
【請求項１２】
　前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期間が経過するま
での間の日時において、前記判断基準情報が規定する条件を前記利用者生体情報が満たす
場合には、前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期間が経
過した後の日時において、前記判断基準情報が規定する条件を前記利用者生体情報が満た
す場合に比して、前記利用者の疾病危険度が高いと判定する、
　請求項１１記載の危険度判定方法。
【請求項１３】
　前記所定の情報源から対象疾病の発病のおそれがある期間である潜伏期間に関する情報
を取得し、
　前記危険位置情報に前記利用者位置情報が含まれた日時から前記潜伏期間が経過前まで
の間である場合、前記利用者を経過観察する必要があると判定する、
　請求項９記載の危険度判定方法。
【請求項１４】
　前記判定された前記利用者の疾病危険度に応じて、画像を表示する表示部に表示させる
画像を選択する、
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　請求項９記載の危険度判定方法。
【請求項１５】
　前記取得された危険位置情報を時系列に緯度と経度とに対応付けて、画像を表示する表
示部に表示すると共に、前記取得された前記利用者位置情報を時系列に緯度と経度とに対
応付けて前記取得された危険位置情報を表示する領域に重畳させて前記表示部に表示させ
る、
　請求項１０記載の危険度判定方法。
【請求項１６】
　前記取得された利用者生体情報を時系列に前記利用者生体情報の変化を視認可能に前記
表示部に表示させる、
　請求項１５記載の危険度判定方法。
【請求項１７】
　利用者に装着されるウェアラブル装置であって、
　日時を計測する日時計測部と、
　自装置の位置情報を特定する位置情報特定部と、
　利用者の生体情報を取得する生体情報取得部と、
　生体情報取得部により取得された前記利用者の生体情報と、前記位置情報特定部により
取得された自装置の位置情報と、前記日時計測部により計測された日時とが対応付けられ
て記憶される記憶部と、
　前記位置情報が前記位置情報特定部により特定された日時と、前記生体情報取得部によ
り前記利用者の生体情報が取得された日時とを対応付けて前記記憶部に記憶させる制御部
と、
　を備えるウェアラブル装置。
【請求項１８】
　前記利用者の生体情報は、前記利用者の体温であり、
　前記生体情報取得部は、前記利用者の体温を所定の間隔で取得し、
　前記位置情報特定部は、自装置の位置情報を所定の間隔で特定し、
　前記制御部は、前記所定の間隔で取得された前記利用者の体温と、前記所定の間隔で取
得された前記位置情報と、前記日時計測部により計測された日時とを対応付けて記憶部に
記憶させる、
　請求項１７記載のウェアラブル装置。
【請求項１９】
　他の装置と通信可能な通信部と、を備え、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶された情報を、前記通信部を用いて他の装置に送信す
る、
　請求項１８記載のウェアラブル装置。
【請求項２０】
　前記通信部は、旅客を運輸する運輸機関が運用する運輸機関端末装置と通信可能であり
、
　前記制御部は、前記通信部を用いて、前記運輸機関端末装置から前記利用者が搭乗また
は乗車する乗物の運行予定または運行された結果を識別する乗物識別情報と、前記乗物に
おいて前記利用者が着座する座席情報とを取得し、取得した前記乗物識別情報と、前記座
席情報とを前記記憶部に記憶させる、
　請求項１９記載のウェアラブル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、危険度判定装置、危険度判定方法、およびウェアラブル装置に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、ユーザの状態や、環境等を計測するセンサから情報を取得し、取得した情報から
推定したユーザの行動等を日時に関連付けてユーザ履歴として記憶する携帯型電子機器が
知られている。この装置は、記憶したユーザ履歴に基づいて、複数の制御対象機器の中か
ら、ユーザが利用中のユーザが所在するサブシステムにおいて利用可能（アクセス可能、
制御可能）な制御対象機器を選択する。しかしながら、従来の装置では、センサからの情
報を利用して、利用者の危険度を判定することができない場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３１２０４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、精度よく利用者の危険度を判定することができる
危険度判定装置、危険度判定方法、およびウェアラブル装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の危険度判定装置は、利用者情報取得部と、疾病危険情報取得部と、判定部と
を持つ。利用者情報取得部は、利用者により装着され、自装置の位置情報である利用者位
置情報と、利用者の生体情報である利用者生体情報とを取得するウェアラブル装置から、
利用者位置情報と利用者生体情報とを取得する。疾病危険情報取得部は、疾病に罹る危険
度を示す疾病危険度が高い地域を示す危険位置情報と、利用者生体情報に基づいて疾病危
険度を判断するための基準となる判断基準情報とを所定の情報源から取得する。判定部は
、利用者情報取得部により取得された利用者位置情報および利用者生体情報と、疾病危険
情報取得部により取得された危険位置情報および判断基準情報とに基づいて、利用者の疾
病危険度を判定する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】危険度判定システム１について説明するための図。
【図２】携帯情報装置１０を説明するための図。
【図３】情報テーブル２５の一例を示す図。
【図４】危険度判定装置３０の機能構成を説明するための図。
【図５】疾病危険情報テーブル５４の一例を示す図。
【図６】危険度判定装置３０により実行される処理の流れを示すフローチャート。
【図７】画像生成部４０により実行された処理の結果の一例を示す図。
【図８】第３の実施形態の危険度判定装置３０が実行する処理の流れを示すフローチャー
ト。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態の危険度判定装置、危険度判定方法、およびウェアラブル装置を含む危
険度判定システムについて、図面を参照して説明する。
【０００８】
　（第１の実施形態）
　図１は、危険度判定システム１について説明するための図である。危険度判定システム
１は、携帯情報装置１０に記憶された利用者の位置情報、および利用者の生体の情報であ
る生体情報に基づいて、携帯情報装置１０を装着した利用者の危険度を判定するシステム
である。例えば危険度判定装置３０が、携帯情報装置１０から取得した情報と、所定の情
報源から取得した情報とに基づいて、携帯情報装置１０を装着した利用者の疾病に関する
危険度を判定し、判定した結果を検査用端末６に表示させる。例えば利用者が、外国等の
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利用者が在住している地域以外の地を訪問する場合、その土地で流行している疾病に罹っ
て在住している地域に帰ってくる場合がある。危険度判定システム１では、例えば外国を
訪問し、自国に戻ってきた利用者に対して、疾病に関する危険度を判定することができる
。これにより、利用者に対して適切な処置を行うことができる。なお、位置情報は、例え
ば国や、県、市町村、緯度、経度、高度等である。また、生体情報は、例えば体温や、心
拍、加速度、心電位、血糖値、歩数、移動距離、睡眠時間等である。
【０００９】
　危険度判定システム１は、携帯情報装置１０と、運輸会社端末２と、個人用端末４と、
検査用端末６と、危険度判定装置３０とを備える。携帯情報装置１０は、例えば無線通信
を用いて運輸会社端末２、個人用端末４、および検査用端末６と通信可能である。また、
運輸会社端末２、個人用端末４、検査用端末６、および危険度判定装置３０は、それぞれ
ＷＡＮ（Wide Area Network）等のネットワークに接続することで通信可能である。
【００１０】
　運輸会社端末２とは、例えば旅客を運輸する航空会社や、船舶会社などが運用する端末
装置である。以下、運輸会社端末２は、航空会社により運用されているものとして説明す
る。運輸会社端末２は、空港のチェックインカウンターや、航空機の搭乗口などに設置さ
れる。運輸会社端末２は、携帯情報装置１０と通信を行うことで、携帯情報装置１０の利
用者が搭乗する航空機の便名や、利用者が着座する座席等を含む乗物情報を携帯情報装置
１０に送信する。また、運輸会社端末２は、利用者に宿泊先を提供した場合、宿泊施設（
ホテル名など）の情報である宿泊情報を携帯情報装置１０へ送信してもよい。また、宿泊
施設が有する宿泊施設端末（不図示）が、携帯情報装置１０と通信することで宿泊情報を
携帯情報装置１０に送信してもよい。
【００１１】
　個人用端末４は、スマートフォンや、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等の個
人用端末装置である。個人用端末４には、例えば携帯情報端末１０から取得した情報を処
理するためのアプリケーションプログラムがインストールされている。個人用端末４は、
アプリケーションプログラムにより実行される処理に基づいて、携帯情報装置１０から取
得した情報を個人用端末４の表示部に表示する。
【００１２】
　検査用端末６は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electrolumin
escence）表示部（不図示）を備えた端末装置である。検査用端末６は、例えば空港にお
いて旅客の入出国を管理するゲートに設置される。検査用端末６は、入国または出国する
旅客が携帯する携帯情報装置１０と通信することで、携帯情報装置１０に記憶された情報
を取得する。また、検査用端末６は、危険度判定装置３０から利用者が疾病に罹っている
危険度を示す情報を取得し、取得した情報を表示部に表示する。なお、疾病危険情報６０
については後述する。
【００１３】
　図２は、携帯情報装置１０を説明するための図である。携帯情報装置１０は、利用者に
装着されるリストバンド型、装着型等のウェアラブル装置である。携帯情報装置１０は、
位置情報特定部１２と、日時計測部１４と、電源部１６と、センサ通信部１８と、生体セ
ンサ２０と、携帯制御部２２と、携帯記憶部２４とを備える。これらの構成要素は、Ｉ／
Ｏを介して通信可能に接続されている。
【００１４】
　位置情報特定部１２は、例えば所定の間隔でＧＰＳ（Global Positioning System）を
利用して自装置の位置情報である緯度と、経度とを特定する。日時計測部１４は、日時を
計測する。電源部１６は、携帯情報装置１０の各部に電力を供給する。センサ通信部１８
は、運輸会社端末２、個人用端末４、および検査用端末６との間で通信するための通信部
である。センサ通信部１８は、bluetooth（登録商標）や、無線ＬＡＮ等の各種の無線通
信方式を利用して他の端末と通信する。また、センサ通信部１８は、他の端末とＬＡＮ（
Local Area Network）や、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）の有線通信方式や、近距離に
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おける非接触通信方式を利用して他の端末と通信してもよい。
【００１５】
　生体センサ２０は、利用者の生体情報を取得する。生体センサ２０は、所定の間隔で利
用者の体温を検出することができる体温検出センサや、利用者の脈拍を検出することがで
きる脈拍センサである。以下、生体センサは、利用者の体温を検出する体温検出センサで
あるものとして説明する。
【００１６】
　携帯制御部２２は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等のプロセッサである
。携帯制御部２２は、例えば携帯情報装置１０の各部を制御する。携帯制御部２２は、例
えば携帯記憶部２４に記憶されたプログラムを実行して必要な処理を実行する。
【００１７】
　携帯記憶部２４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の揮発性メモリ、および処理を
実行するためのプログラムが格納されたＲＯＭ（Read Only Memory）等の不揮発性メモリ
により実現される。携帯記憶部２４は、携帯制御部２２の指示に基づいて、位置情報特定
部１２により特定された位置情報、生体センサにより検出された利用者の生体情報、およ
び日時計測部１４により計測された日時が、互いに対応付けられた情報テーブル２５を格
納する。以下、情報テーブル２５に対応する情報は、利用者情報と称する。なお、利用者
情報は、携帯制御部２２により携帯記憶部２４に記憶される。
【００１８】
　図３は、情報テーブル２５の一例を示す図である。情報テーブル２５は、例えば日時計
測部１４により計測された日時と、位置情報特定部１２により特定された位置情報（緯度
および経度）と、生体センサ２０により検出された体温と、センサ通信部１８を介して通
信を行って他の端末から取得した情報（乗物情報または宿泊情報）とが、携帯情報装置１
０の識別情報（図中、ＩＤ）に対応付けられたテーブルデータである。なお、情報テーブ
ル２５の１行が1レコードである。
【００１９】
　図４は、危険度判定装置３０の機能構成を説明するための図である。危険度判定装置３
０は、例えば情報インターフェース部３２と、判定部３８と、画像生成部４０と、通信部
４２と、利用者情報記憶部５０と、疾病危険情報記憶部５２とを備える。判定部３８およ
び画像生成部４０は、危険度判定装置３０が備えるＣＰＵ等のプロセッサがプログラムメ
モリに格納されたプログラムを実行することで機能するソフトウェア機能部である。また
、判定部３８および画像生成部４０は、ＬＳＩ（Large Scale Integration）やＡＳＩＣ
（Application Specific Integrated Circuit）等のハードウェア機能部であってもよい
。また、利用者情報記憶部５０と、疾病危険情報記憶部５２とは、例えば、ＲＡＭ（Rand
om Access Memory）やフラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Progra
mmable Read-Only Memory）などで実現される。
【００２０】
　情報インターフェース部３２は、他の装置と通信するための通信インターフェースであ
る。情報インターフェース部３２は、利用者情報取得提供部３４と、疾病危険情報取得部
３６とを備える。利用者情報取得提供部３４は、携帯情報装置１０と通信し、携帯情報装
置１０から利用者情報を取得し、取得した利用者情報を利用者情報記憶部５０に記憶させ
る。また、利用者情報取得提供部３４は、判定部３８の指示に基づいて、政府機関等の情
報提供機関に判定部３８により判定された判定結果を送信することで提供する。
【００２１】
　疾病危険情報取得部３６は、所定の情報源から後述する疾病危険情報６０を取得し、取
得した疾病危険情報６０を疾病危険情報記憶部５２に記憶させる。疾病危険情報取得部３
６は、疾病危険情報記憶部５２に記憶された疾病危険情報６０を取得する。
【００２２】
　判定部３８は、利用者情報取得提供部３４により取得された利用者情報と、疾病危険情
報取得部により取得された疾病危険情報とを比較し、比較結果に基づいて前記利用者の危
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険度を判定する。判定部３８が実行する処理の詳細については後述する。通信部４２は、
ネットワークＮＷを介して運輸会社端末２、個人用端末４、および検査用端末６と通信す
るための通信インターフェースである。
【００２３】
　画像生成部４０は、判定部３８により判定された判定結果を示す画像を表示する表示部
に表示させるための信号を生成する。また、画像生成部４０は、疾病危険情報取得部３６
により取得された位置情報を時系列に緯度と経度とに対応付けて、画像を表示する表示部
に表示させるための信号を生成する。画像生成部４０は、利用者情報取得提供部３４によ
り取得された位置情報を時系列に緯度と経度とに対応付けて、画像を表示する表示部に表
示させるための信号を生成する。
【００２４】
　利用者情報記憶部５０には、利用者情報取得提供部３４により取得された情報テーブル
２５が格納される。疾病危険情報記憶部５２には、疾病危険情報取得部３６により取得さ
れた疾病危険情報６０の一覧である疾病危険情報テーブル５４が格納される。疾病危険情
報６０は、例えば情報提供機関から提供される。情報提供機関とは、例えば政府機関、医
療機関、および運輸会社等である（図１参照）。また、疾病危険情報６０とは、例えば人
体に影響を及ぼす疾病に対する危険を示す情報であって、疾病の流行している危険地域や
、期間、疾病の症状、疾病が流行している地域を訪問後に対象となる疾病発症の恐れがあ
る期間である潜伏期間（訪問後基準日）などを示す情報である。疾病危険情報６０は、疾
病に罹る危険度が高い地域であることを示す位置情報と、利用者の生体情報に基づいて利
用者が疾病に罹っている可能性が高いかを判断するための判断基準情報である。
【００２５】
　図５は、疾病危険情報テーブル５４の一例を示す図である。疾病危険情報テーブル５４
のレコードであるＮо．１では、滞在日時が１月１日から１月４日、滞在国がＳ国、滞在
地区がＱＺＡであり、且つ滞在地区ＱＺＡに訪問後１４日以内に３８度以上の体温である
人物は、人体に影響を及ぼす疾病に対する危険があることを示している。
【００２６】
　図６は、危険度判定装置３０により実行される処理の流れを示すフローチャートである
。まず、利用者情報取得提供部３４が、携帯情報装置１０と通信し、携帯情報装置１０か
ら利用者情報を取得し（ステップＳ１００）、取得した利用者情報を利用者情報記憶部５
０に記憶させる（ステップＳ１０２）。次に、疾病危険情報取得部３６が、疾病危険情報
記憶部５２に記憶された疾病危険情報６０を取得する（ステップＳ１０４）。次に、判定
部３８が、利用者情報記憶部５０に記憶された利用者情報のうちから１つのレコードを選
択する（ステップＳ１０６）。
【００２７】
　次に、判定部３８が、ステップＳ１０６で選択したレコードの利用者情報と、ステップ
Ｓ１０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０とを比較する（ス
テップＳ１０８）。例えば判定部３８は、ステップＳ１００で利用者情報取得提供部３４
により取得された利用者情報のうち１レコードを選択し、選択したレコードと、ステップ
Ｓ１０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０に規定された条件
とを比較する。なお、本実施形態では、例えば判定部３８は、利用者情報における緯度と
経度とで示される位置情報を、緯度および経度と地図情報とが対応付けられた地図情報マ
ップに基づいて、国名や、地区名に変換することで、疾病危険情報６０の滞在国、および
滞在地区と比較する。
【００２８】
　次に、判定部は、ステップＳ１０８での比較の結果、ステップＳ１０６で選択された１
レコードの利用者情報が、ステップＳ１０４で疾病危険情報取得部３６により取得された
疾病危険情報６０に該当するか否かを判定する（ステップＳ１１０）。
【００２９】
　ここで、ステップＳ１０８、およびステップＳ１１０で判定部３８が実行する処理の一
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例について説明する。例えばステップＳ１０６で選択されたレコードの利用者情報が、以
下に示す情報であるものとする。日時が「１／３　１０：００から１／４　１０：０１」
、位置が「Ａ国、ＡＡＡ地区」であるものとする。この場合、判定部３８は、利用者情報
が図５に示す疾病危険情報テーブル５４に格納された疾病危険情報６０に含まれないため
、利用者情報は疾病危険情報６０に該当しないと判定し、ステップＳ１１４の処理へ進む
。すなわち判定部３８は、利用者情報のうち日時、および位置と、疾病危険情報取得部３
６における滞在日時、滞在国、および滞在地区とを比較して、利用者情報の日時、および
位置が、疾病危険情報取得部３６の滞在日時、滞在国、および滞在地区に該当するか否か
を判定する。
【００３０】
　一方、例えばステップＳ１０６で選択されたレコードの利用者情報が、以下に示す情報
であるものとする。日時が「１／３　１０：００から１／３　１０：０１」、位置が「Ｓ
国、ＱＺＡ地区」であるものとする。判定部３８は、利用者情報が、図５に示す疾病危険
情報テーブル５４に格納された疾病危険情報６０に含まれるため、利用者情報は疾病危険
情報６０に該当すると判定する。
【００３１】
　この場合、更に判定部３８は、図５に示す疾病危険情報テーブル５４の１レコードであ
るＮо．１に示す潜伏期間である訪問後基準日、および体温の条件が、ステップＳ１０６
で選択されたレコードの利用者情報に該当するか否かを判定する。判定部３８は、ステッ
プＳ１０６で選択されたレコードの利用者情報において、「Ｓ国、ＱＺＡ地区」の訪問後
１４日以内の体温を示す情報を、情報テーブル２５の中から抽出し、疾病危険情報テーブ
ル５４のＮо．１に示す条件に該当するか否かを判定する。例えば利用者情報において体
温が「Ｓ国、ＱＺＡ地区」の訪問後１４日以内において３８度以上である場合、判定部３
８は、取得した情報テーブル２５の情報において比較の対象とする情報が、疾病危険情報
テーブル５４のＮо．１に示す疾病危険情報６０に該当すると判定する。
【００３２】
　なお、判定部３８は、体温が３８度以上であるが、訪問後基準日を経過していると判定
した場合、体温が３８度以上であり、訪問後基準日を経過していないと判定した場合に比
して、危険度を低いと判定してもよいし、危険度がないと判定してもよい。
【００３３】
　また、該当するとは、例えば利用者情報が疾病危険情報により定められた条件に含まれ
る場合の他、利用者情報が疾病危険情報６０により定められた条件に近い場合も含んでも
よい。利用者情報が疾病危険情報により定められた条件に近い場合とは、例えば疾病危険
情報６０には、体温が３８度以上であると規定されているが、運営者により設定された任
意の範囲内、例えば体温が３７．８度である場合も含んでもよい。
【００３４】
　ステップＳ１０６で選択されたレコードの利用者情報が、ステップＳ１０４で疾病危険
情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０に該当すると判定された場合、判定部
３８は、検査用端末６の表示部に判定結果を示す情報を送信し、検査用端末６に判定結果
を表示させ（ステップＳ１１２）、ステップＳ１１２の処理へ進む。判定結果とは、ステ
ップＳ１００で利用者情報取得提供部３４により取得された利用者情報が、ステップＳ１
０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０に該当するため、利用
者がある疾病に罹っている可能性が高いことを示す情報である。なお、画像生成部４０が
、判定部３８により判定された結果を示す画像を表示させるための信号を生成し、生成し
た信号を検査用端末６に送信してもよい。この場合、検査用端末６は、画像生成部４０に
より生成された信号に基づいて、自装置の表示部に判定結果を示す画像を表示させる。
【００３５】
　次に、判定部３８は、利用者情報のうちすべてのレコードに対する判定を実行したか否
かを判定する（ステップＳ１１４）。利用者情報のうちすべてのレコードに対する判定を
実行していない場合は、ステップＳ１０６に戻り判定を実行していない１つのレコードを



(10) JP 2016-195639 A 2016.11.24

10

20

30

40

50

選択する（ステップＳ１０６）。利用者情報のうちすべてのレコードに対する判定を実行
した場合は、本フローチャートの処理は終了する。
【００３６】
　また、本実施形態では、危険度判定装置３０が上述したステップＳ１００からステップ
Ｓ１１４の処理を実行したが、個人用端末４が上述したステップＳ１００からステップＳ
１１４の処理を実行してもよい。この場合、個人用端末４は、自装置にインストールされ
た判定部３８の処理を実行するアプリケーションプログラムを実行し、携帯情報装置１０
から送信された利用者情報と、疾病危険情報記憶部５２から取得した疾病危険情報６０と
を用いて、危険度を判定する処理を実行する。これにより、携帯情報装置１０を装着して
いる利用者自身で、自己の危険度を判定することができる。
【００３７】
　また、本実施形態では、利用者情報が疾病危険情報６０に該当するか否かを判定するも
のとしたが、判定部３８は、該当度合を判定してもよい。この場合、判定部３８は、該当
度合を示す結果を検査用端末６に表示させてもよい。
【００３８】
　また、利用者情報取得提供部３４は、判定部３８により利用者情報が疾病危険情報取得
部３６により取得された疾病危険情報６０に該当すると判定された場合、疾病危険情報６
０に該当すると判定された利用者情報を、政府機関、医療機関、および運輸会社等の情報
提供機関が有する端末装置に送信することで提供してもよい。これにより、利用者情報が
疾病危険情報６０に該当すると判定部３８により判定されたことを周知することができる
。また、利用者情報取得提供部３４は、取得した利用者情報を利用者情報記憶部５０に記
憶させた後、一定期間経過後に記憶させた利用者情報を削除してもよい。これにより無用
に利用者情報を保持しておくことを防止することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では危険度判定装置３０が、利用者情報記憶部５０と、疾病危険情報
記憶部５２とを備えるものとして説明したが、利用者情報記憶部５０、または疾病危険情
報記憶部５２は、危険度判定装置３０の外部に設けられてもよい。この場合、危険度判定
装置３０が、外部に設けられた利用者情報記憶部５０から利用者情報を取得、または疾病
危険情報記憶部５２から疾病危険情報６０を取得して、利用者の危険度を判定する。
【００４０】
　なお、携帯情報装置１０は、例えば自装置を装着する利用者により購入されたり、利用
者が所属する機関から貸与されたりすることで、利用者は携帯情報装置１０を入手する。
例えば利用者が所属する機関が利用者に貸与することで、出張などで外国を訪問した利用
者の危険度を判定することができる。この場合、検査用端末６は、利用者が所属する機関
内に設置されてもよい。また、携帯情報装置１０は、空港において利用者に貸与されても
よい。
【００４１】
　以上説明した第１の実施形態の危険度判定装置３０によれば、判定部３８が、利用者情
報取得提供部３４により取得された利用者情報が、疾病危険情報取得部３６により取得さ
れた疾病危険情報６０に該当するか否かを判定することで、利用者が疾病に罹っている可
能性である危険度を判定することができる。
【００４２】
　（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、画像生成部４０が、利用
者情報と疾病危険情報６０とを、重畳して時系列に検査用端末６の表示部、または個人用
端末４の表示部に表示させる点で第１の実施形態とは異なる。以下、この相違点を中心に
説明する。
【００４３】
　画像生成部４０は、疾病危険情報取得部３６により取得された位置情報を時系列に緯度
と経度とに対応付けた疾病位置画像を表示部に表示すると共に、利用者情報取得提供部３
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４により取得された位置情報を時系列に緯度と経度とに対応付けた利用者位置画像を表示
部に表示させる。画像生成部４０は、疾病位置画像と利用者位置画像とを重畳させて表示
部に表示させる。また、画像生成部４０は、利用者情報取得提供部３４により取得された
生体情報を時系列に生体情報の変化を視認可能に表示部に表示させる。なお、本実施形態
では、疾病危険情報６０の滞在国、および滞在地区を示す情報には、それぞれ滞在国、お
よび滞在地区の緯度と経度とが対応付けられているものとする。また、画像生成部４０は
、利用者情報記憶部５０に記憶された利用者情報の緯度、および経度を、危険度判定装置
３０の記憶領域に記憶された地図情報に対応付けてプロット処理する。
【００４４】
　図７は、画像生成部４０により実行された処理の結果の一例を示す図である。図７の上
図は、画像生成部４０が、利用者情報の緯度、経度、または体温と、日時とを対応付けて
プロットマップにプロット処理し、更に疾病危険情報６０に含まれる緯度、または経度と
、日時とを対応付けてプロットマップにプロット処理を実行した結果を示す図である。図
中、横軸は日時を示し、縦軸は緯度、経度、および体温を示している。これにより緯度、
経度、および体温の経時的な推移が容易に認識することができる。また、Ｄ１からＤ４に
示す危険地域は、対応する期間において、疾病危険情報６０に含まれる疾病が流行してい
る国および地域の緯度と経度とに対応する。すなわち、所定の期間において、利用者情報
の緯度と経度とのプロットが、危険地域に含まれる場合、利用者は危険地域に滞在してい
たことを示す。例えば図中、期間Ｔにおいて、利用者は危険地域に滞在していたことを示
している。また、期間Ｔ後に、体温が所定の期間高くなっているため、ある疾病に罹って
いる可能性が高いことを、利用者は認識することができる。
【００４５】
　また、個人用端末４がタッチパネル式端末である場合、自装置の表示／入力部（不図示
）に、操作用のＧＵＩ（Graphical User Interface）スイッチを表示させてもよい。例え
ば図中、Ｄ１からＤ４に示す危険地域を操作用のＧＵＩスイッチとした場合、個人用端末
４がＧＵＩスイッチに対するタッチ操作を検出した場合、画像生成部４０は、疾病危険情
報６０の危険地域に対応する体温の条件をプロット処理の結果に示してもよい。疾病危険
情報６０の危険地域に対応する体温の条件とは、危険地域に対する訪問後基準日と、体温
とを示す情報である。例えば危険地域Ｄ１のＧＵＩスイッチに対して操作がされた場合、
図中、Ｔｅに示すようにＤ１に対応する疾病危険情報６０のレコードにおける訪問後基準
日と体温とが表示される。このように、利用者は、利用者情報と疾病危険情報６０とを重
畳して時系列に表示された画像を視認できるため、ある疾病に罹っている可能性について
容易に把握することができる。
【００４６】
　また、図中の下図は、利用者情報の緯度、および経度を、地図情報に対応付けてプロッ
ト処理された結果を示す図である。画像生成部４０は、利用者情報の緯度、および経度を
地図情報にプロットすることで、利用者の移動履歴を直感的に認識することができる。こ
のように、画像生成部４０が、利用者情報と疾病危険情報６０とを、重畳して経時的に表
示し、更に、利用者の移動履歴を地図情報に重畳させて表示させるため、検査用端末６の
操作者は、利用者がある疾病に罹っている可能性を詳細に調べることができる。
【００４７】
　なお、個人用端末４が、自装置にインストールされたアプリケーションプログラムを実
行することで、画像生成部４０が実行する処理を行ってもよい。この場合、例えば個人用
端末４の制御部（不図示）が、危険度判定装置３０から送信された利用者情報、および疾
病危険情報６０をプロット処理して、前述した図７に示したプロット処理した結果を示す
画像を自装置の個人用端末４の表示部に表示させる。
【００４８】
　以上説明した第２の実施形態の危険度判定装置３０によれば、画像生成部４０が、利用
者情報取得提供部３４により取得された利用者情報、および疾病危険情報取得部３６によ
り取得された疾病危険情報６０に基づいて、利用者が危険度を容易に判断することを補助
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するための画像を生成し、生成した画像を表示部に表示させる。この結果、利用者の利便
性を高めることができる。
【００４９】
　（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は、判定部３８が、利用者情
報と疾病危険情報６０とを比較し、比較結果に応じて判定結果を変更する点で、第１の実
施形態とは異なる。以下、この相違点を中心に説明する。
【００５０】
　図８は、第３の実施形態の危険度判定装置３０が実行する処理の流れを示すフローチャ
ートである。まず、利用者情報取得提供部３４が、携帯情報装置１０と通信し、携帯情報
装置１０から利用者情報を取得し（ステップＳ２００）、取得した利用者情報を利用者情
報記憶部５０に記憶させる（ステップＳ２０２）。次に、疾病危険情報取得部３６が、疾
病危険情報記憶部５２に記憶された疾病危険情報６０を取得する（ステップＳ２０４）。
次に、判定部３８が、利用者情報記憶部５０に記憶された利用者情報のうちから１つのレ
コードを選択する（ステップＳ２０６）。
【００５１】
　次に、判定部３８が、ステップＳ２０６で選択したレコードの利用者情報における位置
情報（国、地域）が、ステップＳ２０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病
危険情報６０の位置情報（滞在国、地区）に該当するか否かを判定する（ステップＳ２０
８）。ステップＳ２０８の判定で位置情報が疾病危険情報６０の位置情報に該当しない場
合、判定部３８は、携帯情報装置１０を回収することを示す判定結果を検査用端末５に出
力する（ステップＳ２１０）。位置情報が疾病危険情報６０の位置情報に非該当である場
合、利用者が疾病に罹っている可能性が比較的低いためである。
【００５２】
　ステップＳ２０８の判定で位置情報が疾病危険情報６０の位置情報に該当した場合、判
定部３８は、ステップＳ２０６で選択したレコードの利用者情報における体温情報が、ス
テップＳ２０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０の体温情報
に該当するか否かを判定する（ステップＳ２１２）。ステップＳ２１２の判定で体温情報
が疾病危険情報６０の体温情報に該当する場合、判定部３８は、利用者が疾病に罹ってい
る可能性が高いことを示す判定結果を検査用端末５に出力する（ステップＳ２１４）。訪
問国の訪問地区で、利用者が疾病に罹っている可能性が比較的高いためである。
【００５３】
　ステップＳ２１２の判定で体温情報が疾病危険情報６０の体温情報に該当しない場合、
判定部３８は、ステップＳ２００で携帯情報装置１０から情報を取得したとき（判定実行
時）、ステップＳ２０４で疾病危険情報取得部３６により取得された疾病危険情報６０の
訪問後基準日を経過しているか否かを判定する（ステップＳ２１６）。
【００５４】
　ステップＳ２１６の判定で訪問後基準日経過している場合、判定部３８は、携帯情報装
置１０の回収を指示する表示を検査用端末５の表示部に表示させる（ステップＳ２１０）
。疾病危険情報６０に含まれる滞在国、地区を訪問しているが、訪問基準後日を経過し、
且つ体温の許容範囲内であるため、利用者が疾病に罹っている可能性が比較的低いためで
ある。
【００５５】
　ステップＳ２１６の判定で訪問後基準日経過していない場合、判定部３８は、経過観察
が必要であることを示す情報を表示部に表示させる（ステップＳ２１８）。体温が許容範
囲内であるが、疾病危険情報６０に含まれる滞在国、地区を訪問し、訪問基準後日を経過
していないため、経過観察を行い利用者が疾病に罹っている可能性を確認する必要がある
ためである。
【００５６】
　次に、判定部３８は、利用者情報のうちすべてのレコードに対する判定を実行したか否
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実行していない場合は、ステップＳ２０６に戻り判定を実行していない１つのレコードを
選択する（ステップＳ２０６）。利用者情報のうちすべてのレコードに対する判定を実行
した場合は、本フローチャートの処理は終了する。
【００５７】
　なお、本実施形態では、判定部３８の処理の一例として図８のステップＳ２００からＳ
２２０の処理を説明したが、これらの処理の順序や、判定結果は変更してもよい。例えば
、ステップＳ２０８からＳ２１６における処理の順序を入れ替えてもよい。また、ステッ
プＳ２０８からＳ２１６における判定結果を任意に変更してもよい。例えば判定部３８は
、ステップＳ２１６の処理において訪問基準日が経過している場合であっても、経過観察
が必要であると判定してもよい。また、判定部３８は、ステップＳ２０８からＳ２１６の
判定結果を点数化し、関数式を用いて点数を統合することで危険度を判定してもよい。
【００５８】
　以上説明した第３の実施形態の危険度判定装置３０によれば、判定部３８が、利用者情
報と疾病危険情報６０とを比較し、比較結果に応じて判定結果を変更するため、より精度
よく利用者に対する危険度を判定することができる。また、判定部３８が、経過観察が必
要である利用者、または経過観察が必要でない利用者を選別するため、利用者の利便性が
向上する。
【００５９】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、利用者により装着され、自装置の
位置情報である利用者位置情報と、利用者の生体情報である利用者生体情報とを取得する
ウェアラブル装置から、利用者位置情報と利用者生体情報とを取得する利用者情報取得部
と、疾病に罹る危険度を示す疾病危険度が高い地域を示す危険位置情報と、利用者生体情
報に基づいて疾病危険度を判断するための基準となる判断基準情報とを所定の情報源から
取得する疾病危険情報取得部と、利用者情報取得部により取得された利用者位置情報およ
び利用者生体情報と、疾病危険情報取得部により取得された危険位置情報および判断基準
情報とに基づいて、利用者の疾病危険度を判定する判定部とを持つことにより、精度よく
利用者の危険度を判定することができる。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００６１】
１…危険度判定システム、１０…携帯情報装置、１２…位置情報特定部、１４…日時計測
部、１８…センサ通信部、２０…生体センサ、３０…危険度判定装置、３２…情報インタ
ーフェース、３４…利用者情報取得提供部、３６…疾病危険情報取得部、３８…判定部、
４０…画像生成部、４２…通信部、５０…利用者情報記憶部、５２…疾病危険情報記憶部



(14) JP 2016-195639 A 2016.11.24

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(15) JP 2016-195639 A 2016.11.24

【図７】 【図８】



(16) JP 2016-195639 A 2016.11.24

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０６Ｑ  50/22     (2012.01)           Ｇ０６Ｑ   50/22     １３０　        ５Ｌ０９９
   Ｇ０６Ｑ  50/24     (2012.01)           Ｇ０６Ｑ   50/24     １００　        　　　　　

Ｆターム(参考) 5C087 AA02  AA09  AA10  AA21  AA25  BB18  BB32  DD03  EE08  FF19 
　　　　 　　  5K127 AA32  BA03  BB22  BB33  DA11  DA12  GD21  JA05  JA11  JA14 
　　　　 　　        JA34  KA19 
　　　　 　　  5K201 BA19  CB10  CC01  CC04  CC10  DC02  ED04  ED05  ED09  EF10 
　　　　 　　  5L099 AA15  AA22 



专利名称(译) 危险等级确定装置，风险等级确定方法和可穿戴设备

公开(公告)号 JP2016195639A 公开(公告)日 2016-11-24

申请号 JP2015075916 申请日 2015-04-02

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝公司

[标]发明人 和田素直

发明人 和田 素直

IPC分类号 A61B5/00 G08B25/04 G08B21/02 H04M1/00 H04M11/00 G06Q50/22 G06Q50/24 G16H10/60

FI分类号 A61B5/00.102.C G08B25/04.K G08B21/02 H04M1/00.U H04M11/00.302 G06Q50/22.130 G06Q50/24.
100 G06Q50/22 G06Q50/24 G16H10/00 G16H20/00 G16H50/80

F-TERM分类号 4C117/XB01 4C117/XB04 4C117/XB12 4C117/XC15 4C117/XE13 4C117/XE23 4C117/XE52 4C117
/XE60 4C117/XE76 4C117/XG34 4C117/XG39 4C117/XH18 4C117/XJ03 4C117/XJ13 4C117/XJ38 
4C117/XJ45 4C117/XJ52 4C117/XL06 4C117/XP04 4C117/XP12 4C117/XQ07 4C117/XQ16 4C117
/XR02 5C086/AA22 5C086/AA38 5C086/BA07 5C086/CB01 5C086/DA08 5C086/FA17 5C086/FA18 
5C087/AA02 5C087/AA09 5C087/AA10 5C087/AA21 5C087/AA25 5C087/BB18 5C087/BB32 5C087
/DD03 5C087/EE08 5C087/FF19 5K127/AA32 5K127/BA03 5K127/BB22 5K127/BB33 5K127/DA11 
5K127/DA12 5K127/GD21 5K127/JA05 5K127/JA11 5K127/JA14 5K127/JA34 5K127/KA19 5K201
/BA19 5K201/CB10 5K201/CC01 5K201/CC04 5K201/CC10 5K201/DC02 5K201/ED04 5K201/ED05 
5K201/ED09 5K201/EF10 5L099/AA15 5L099/AA22

其他公开文献 JP6602551B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明精确地用户的风险评估装置能够确定的风险，并提供一种风险评
估方法，和可佩戴装置。 风险评估设备的一个实施例具有判定单元和所
述用户信息获取单元和该疾病风险的信息获取单元。用户信息获取单元
被用户安装的，其取得用户的位置信息可穿戴设备是其自身装置的位置
信息，以及用户的生物体信息是用户的生物统计信息，以及用户位置信
息获取和使用生物信息。病危险信息获取单元包括指示疾病风险危险位
置信息是高的地区指示收缩的疾病中，判定基准信息作为标准，用于确
定基于所述用户的生物体信息的疾病的危险性从给定的源来获得。确定
单元，基于用户的位置信息和由用户信息获取单元获取的用户的生物体
信息，以及获取单元由疾病风险的信息获取的危险位置信息和标准信
息，风险疾病用户确定度数。 1技术领域
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